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東京 2020オリンピック聖火リレー及びセレブレーション等 

京都市運営業務 受託候補者選定に係る募集要項 

 

１ 募集要旨 

   本市では，「東京 2020 オリンピック聖火リレー（以下「聖火リレー」という。）」の実施に伴い，

京都市内において実施する聖火リレー及びセレブレーションの準備，運営をはじめとする各種業務

を一括委託します。 

本業務は，公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委

員会」という。）及び東京 2020オリンピック聖火リレー京都府実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）並びに警察，消防その他の関係機関等との緊密な連携のもとに行うものであり，内容は多

岐にわたり，幅広い専門的知識や豊富な経験を求められることから，公募によるプロポーザル方式

により当該業務の受託を希望する事業者（以下「受託希望者」という。）を募集します。 

 

２ 参加資格要件 

次の⑴，⑵のいずれかに該当し，かつ⑶に該当する者とします。ただし，⑵に該当する者が受託

事業者に決定した場合は，契約締結時に，京都市暴力団排除条例施行規則第７条の規定に基づく誓

約書を提出するものとします。 

⑴ 京都市競争入札有資格名簿に登録されている者であること（ただし，応募締切時点において，

入札参加停止期間中である者を除く。）。 

⑵ 前号に該当しない者については，次に掲げる資格及び本業務と同様の業務を受託した実績を有

し，かつ自己を証明する書類を提出する者 

ア 代表者が契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し，３年を経過しない者及び

その者を代理人，支配人その他の使用人又は企画提案代理人として使用する者でないこと。 

ウ 引き続き２年以上，当該営業を営んでいること。 

エ 国税，地方税及びその他本市に対する債権等を滞納していないこと。 

オ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団

密接関係者でないこと。 

カ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 

⑶ 個人情報保護法その他関係法令及び個人情報保護方針等に基づき，適正に保護・管理できる体

制が整備されていること。 

 

３ 複数の法人等によるグループ提案について 

複数の法人等によるグループで提案する場合は，グループの構成員となる全ての法人等が，上記

の要件を満たすものとします。 

なお，グループの構成員が別のグループの構成員となり，又は単独で応募することはできません。 

また，複数の法人等によるグループで提案する場合は，本市はそのうちの代表者とのみ委託契約

を締結します。この場合においては，業務全体の進行管理，とりまとめ等は代表者の責任において

行うものとします。 

 

４ 業務の概要 

⑴ 業務名称 

東京 2020 オリンピック聖火リレー及びセレブレーション等京都市運営業務（以下「本業務」

という。） 

⑵ 業務内容 
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別添仕様書のとおり 

⑶ 契約期間 

契約日から令和２年９月３０日まで 

⑷ 契約上限額 

５９，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

ただし，令和元年度の支払限度額は１４，０００，０００円（同上）とします。 

⑸ 契約条件 

業務内容及び契約上限額は，現時点において組織委員会及び実行委員会から示されている情報

等（各市区町村の走行距離約２ｋｍ，セレブレーション会場は岡崎公園，沿道警備や会場設営，

運営等は本市で実施するなど）に基づき設定しているものです。今後，走行距離や本市の担う業

務等に変更があった場合は，協議のうえ，必要に応じて変更契約を行います。 

 

５ プロポーザル日程 

⑴ 公募開始日：令和元年９月３０日（月） 

⑵ プロポーザル参加申請書（様式１）の提出締切り：令和元年１０月４日（金）午後５時 

⑶ 質問受付の締切り：令和元年１０月７日（月）午後５時 

⑷ 提案書等の提出締切り：令和元年１０月１８日（金）午後５時  

ア 提案企業概要（様式２） 

イ 業務実績調書（様式３） 

ウ 配置技術者調書（様式４） 

エ 企画提案書（任意様式） 

オ 見積書及び見積内訳書（任意様式） 

※ ア～オについては，正本１部，コピー９部の合計１０部を提出すること。 

⑸ プレゼンテーション 令和元年１０月下旬頃 

⑹ 審査結果通知：令和元年１０月下旬頃 

 

６ 応募手続 

⑴ プロポーザル参加申請書（様式１） 

   受託希望者は，プロポーザル参加申請書（様式１）を令和元年１０月４日（金）午後５時必着

で持参又は郵送により提出してください。 

⑵ 提案企業概要（様式２） 

受託希望者の概要を記した提案企業概要（様式２）又は同内容を網羅した会社案内を提出して

ください。 

⑶ 業務実績調書（様式３） 

過去３年間における，大規模なスポーツイベントや文化事業の企画・運営に関する業務の実績

を記載してください。複数の業務実績を有する場合は，内容等が本業務に最も類似していると思

われるもの１件を記載してください。 

⑷ 運営管理責任者調書（様式４） 

３箇月以上雇用等され，過去３年間において，上記６⑶に類する業務の実績を持つ統括責任者

について記載してください。（氏名，所属・役職，経歴・職歴，過去３年間の類似業務実績等） 

なお，統括責任者は本業務を実質的に担当するものとし，業務完了まで特別な事情がない限り

変更はできません。 

⑸ 企画提案書（任意様式） 

様式は定めませんが，原則Ａ４縦長横書き両面とし，審査項目に沿った提案書としてください。

仕様書を踏まえ，以下の点に留意しながら，具体的な実施方法及び着眼点を示してください。 
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ア 聖火リレー及びセレブレーションに対する考え方 

イ 本業務の進め方 

ウ 本業務の全体スケジュール（各業務の着手時期及び完了時期） 

エ 本業務の実施体制 

体制図の他，責任者と業務従事者の人数，役割分担，業務遂行に当たってのバックアップ体制。

また，下記２点についての検討方法についても提案してください。 

(ｱ) 緊急時の対応  

聖火リレー当日の災害発生など，緊急事態が発生した場合の情報発信の方法。また，医療・

救護・避難が必要となるような事態が発生した場合の対応の方法。 

(ｲ) 不測の事態における業務実施体制及び業務遂行の方法  

聖火リレー当日の業務遂行中に，災害や設備等に障害等が生じた場合などの，不測の事態に

おける業務遂行の考え方 

オ 業務に必要な備品と調達方法 

カ その他  

(ｱ) 仕様書に示す各業務の推進にかかる独自提案 

(ｲ) 受託額が増額しないための業務管理方法又はその方策についての提案 

⑹ 見積書及び見積内訳書（任意様式）  

企画提案書の記載内容を踏まえて，本業務に係る見積書とその内訳明細を記した見積内訳書を

提出してください。 

⑺ 仕様書等に関する質問 

      質問期限：令和元年１０月７日（月）午後５時必着 

      質問方法：電子メールにより６⑼に記載のアドレスに送付してください。 

      質問様式：任意としますが，以下の項目を明記してください。 

・ 件名は，「東京 2020オリンピック聖火リレー及びセレブレーション京都市運営

業務受託に関する質問」としてください。 

・ 質問者の会社・団体名，部署名，担当者の氏名，電話番号，ＦＡＸ番号及び電

子メールアドレスを記載してください。 

なお，他の受託希望者に関する質問には応じません。 

回答方法：プロポーザル参加申請書の提出があった者全員に対して，質問事項及びその回        

答を電子メールで通知します。 

⑻ プロポーザル参加申請書以外の書類の提出期限 

      提出期限：令和元年１０月１８日（金）午後５時必着 

      提出方法：持参により提出してください（事前に連絡をお願いします。）。 

⑼ 提出先 

京都市文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画担当〈担当：西田，長谷川，伊藤〉 

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町 500‐1 中信御池ビル８階 

電話 (075) 366-0168 ＦＡＸ (075) 213-3303 電子メール：sports@city.kyoto.lg.jp 

⑽ 受付時間 

午前９時～正午，午後１時～午後５時 

（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。） 

 

７ 受託候補者の選定 

  受託希望者から提出された企画提案書等及びプレゼンテーションに基づき，審査委員会で審査の

うえ，受託候補者を決定します。 
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  なお，受託希望者が１事業者であった場合も，企画提案内容を審査のうえ，決定します。 

⑴ プレゼンテーション ※詳細は，別途通知します。 

   提出資料等に基づき，次のとおりプレゼンテーションを行っていただきます。 

ア 日 時 令和元年１０月下旬頃予定 

イ 場 所 未定（京都市役所内会議室を予定） 

ウ 時 間 説明 ２０分程度 質疑応答 ２０分程度 

エ 方 法 説明に用いる資料は，事前に提出された企画書等とします。 

オ 出席者 本業務の運営管理責任者を含めてください。 

⑵ 審査 

本市は，受託候補者の選定のために審査委員会を組織し，受託希望者から提出された企画提案

書等及びプレゼンテーションに基づき，審査します。 

【審査委員】 

委 員 長 文化市民局市民スポーツ振興室長 

副委員長 文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課長 

委 員 文化市民局市民スポーツ振興室ワールドマスターズゲームズ・事業推進担当課長 

  委  員 文化市民局市民スポーツ振興室京都マラソン推進課長 

委 員 文化市民局市民スポーツ振興室京都マラソン安全対策担当課長 

委 員 文化市民局くらし安全推進部文化市民総務課長 

  ※委員長は，委員会の議長となる。 

  ※委員長に事故があるとき又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。 

  ※委員会は委員の３分の２以上の出席により成立するものとし，委員会の議事は出席委員の過

半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。 

⑶ 評価項目 

審査は次の項目において各審査員が行い，各項目における各審査員の審査結果から算出する合

計得点（１００点満点）の平均点を審査結果とし，最も順位の高い提案者を受託候補者として選

定します。ただし，平均点が６割を下回るときは，応募事業者が１事業者のみの場合であっても，

受託候補者として選定しません。 
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審査項目 評価ポイント 評価 

１ 業務に対する考

え方や進め方 

  （１０点） 

・聖火リレーの関連業務の趣旨，内容を

十分に理解し，安全な運営を確保したう

えで，効果的・効率的な提案であるか。 

きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

２ 企画内容      

 

 

聖火リレー実

施に係る提案 

（１０点） 

・組織委員会の定めるコンセプトに沿っ

て，市民生活に配慮しつつ，安全かつ確

実に聖火リレーを実施できるか。 

・聖火ランナーの対応や関係機関との調

整を円滑に実施できるか。 

・出発時の演出や沿道のにぎわい創出な

ど，聖火リレーの魅力や集客を高める提

案がされているか。 

きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

セレブレーシ

ョン実施に係

る提案 

（１０点） 

・会場の特性を生かしたレイアウト，設

営等の提案がされているか。 

・組織委員会等と連携し，会場運営やプ

ログラム進行を円滑に実施できるか。 

・京都の魅力を発信できる演出や集客を

高める提案がされているか。 

きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

沿道，セレブ

レーション会

場等の警備に

係る提案 

（１０点） 

・走行路，観覧エリア，セレブレーショ

ン会場等の安全が十分に確保される警備

を実施できるか。 

・警備員の確保や資材物品の調達が確実

に実施できるか。 

・事故対応や救護体制など，非常時に必

要な対応が考慮されているか。 

きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

周知・広報業

務に係る提案 

（１０点） 

・交通規制の事前周知，沿道や会場の集

客の広報等を効果的に実施できるか。 
きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

その他 

（１０点） 

・独自性に富んだ提案や京都らしい特別

な創意工夫があるか。 

きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

３ 実施体制 

  （１０点） 

・仕様書に定められた業務を的確かつ迅

速・安定的に実施するために必要な体制

を確保しているか。 

きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

４ 業務スケジュール 

  （８点） 

・業務を円滑かつ的確に実施できる具体

的なスケジュールとなっているか。 

きわめて良好 

8 

良好 

6 

普通 

4 

やや不十分 

2 

不十分 

1 

５ 実績 

  （１０点） 

・これまでに，本業務と類似した事業の

実績があり，その内容も充実しているか。 

きわめて良好 

10 

良好 

8 

普通 

6 

やや不十分 

4 

不十分 

2 

６ 価格評価 

  （１０点） 

・次の計算式により得た得点（小数点以

下切り捨て） 

10点×（提案価格のうち最低価格／受託希望

者の提案価格） 

 
 

 
 

 

 
 

７ 市内企業 

  （２点） 

・本市区域内に本店又は主たる事務所を

有する中小企業であるか。 

該当する 

2 

 

 
 

 

 

該当しない 

0 

合計（満点  １００点） 点 
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⑷ 審査結果の通知 

前述の審査後，速やかに受託希望者に対し，書面をもって選定結果を通知します。 

なお，選定結果についての異議申立は受け付けません。 

 ⑸ 審査後の問合せについて 

通知を受けた者から問合せがあった場合は，次の各号に掲げる項目について回答します。 

  ア 当該受託希望者の評価点 

  イ 受託候補者名およびその他の受託希望者名 

  ウ 受託候補者の評価点及び提示金額 

⑹ 選定結果の公表 

受託候補者の選定後，受託希望者及び評価点等が分かる情報をホームページにて公表します。 

 

８ 契約に関する基本的事項 

⑴ 審査後の手続き 

受託候補者と契約に関する協議を行い，詳細な業務内容の確認及び契約価格その他の受託条件

について合意に達した後に委託契約を締結します。 

ただし，受託候補者と契約条件について合意に達しなかったときは，次点の受託候補者と契約

協議を行います。 

また，受託候補者との協議の中で，提案内容・委託料を一部修正する場合があります。 

なお，契約締結前に参加資格を満たしていた者がその資格を失った場合は，失格とします。 

⑵ 著作権等について 

成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉及び処理は，受託

事業者が納品前に処理を行うこととし，その経費は委託料に含むものとします。本業務に関する

著作権その他の権利は，すべて本市に帰属するものとします。 

⑶ 契約相手方の特定の取り消し 

次の要件のいずれかに該当する場合には，特定を取り消すことがあります。 

ア  応募者が「２ 参加資格要件」の参加資格を有すると偽った場合又は参加資格を失った場合 

イ  提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

９ 受託候補者選定後の主なスケジュール 

  令和元年１０月下旬 受託候補者との協議 

１０月下旬 受託事業者の決定・契約 

 

10 特記事項  

⑴ 再委託  

受託事業者は本業務の一部を第三者に委託する場合は，事前に再委託する業務，再委託先，その

理由，管理体制及びその他本市が指示する事項を記載した再委託申請書を提出し，本市からの承認

を得ることとします。また，再委託をする場合においても，その最終的な責任は受託事業者が負う

ものとします。 

⑵ 業務上知り得た情報の秘密保持  

ア 受託事業者及び業務従事者等(本業務に直接，間接を問わず関わる全ての者)は，本業務の実施

過程で知り得た機密情報，本市等が開示した情報，作成した情報及びその他業務上知り得た機密

情報を，本業務の目的以外に使用，第三者(関係業界や団体を含む)に開示もしくは漏えいするこ

とはできません。また，そのための必要な措置を講じることとします。これらのことは本契約終

了後においても同様とします。  
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イ 受託事業者は業務従事者の雇用に際し，雇用契約書等に当該内容を盛り込み，十分な説明を行

うこととします。 

⑶ 緊急時の対応 

受託事業者は，業務遂行中に自己の設備または運営体制に障害等が生じた場合，若しくはその

発生が十分に予見され，業務遂行に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には，本市に速やかに状

況を連絡し，その対応について協議するものとします。 

 

11 その他の留意事項 

⑴ 本プロポーザルにかかる一切の費用（書類作成費，プレゼンテーション参加交通費等）はすべて

参加者負担とします。  

⑵ 委託予定上限額を超えた見積書が提出された場合は失格とします。  

⑶ 企画提案書作成のために本市から提供した全ての資料は，本市の許諾を得ないで，公表し，又は

使用することはできません。 

⑷ 提出された企画提案書等は返却しません。  

⑸ 提出された企画提案書等は，審査に関する使用に限り，必要に応じて複写する場合があります。 

⑹ 参加申請書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合並びに資格基準を満たさないこととなった

場合は，当該参加申請書及び企画提案書を無効とします。  

⑺ 本業務にかかる協議は日本語で行い，資料等も日本語で記載することとします。 

⑻ 本業務における契約方法（支払い方法及び成果品〔業務報告〕提出方法等含む）については，受

託事業者が正式に決定次第，本市と協議し決定するものとします。 

⑼ 業務の事務処理手順や手法に関しては，業務を円滑に遂行する観点から，本仕様書に記載された

事項を逸脱しない範囲で，本市と協議，調整を行い適切に対応するものとします。 

⑽ 本業務の遂行中に既存の建物，施設，設備等に損傷を与えた場合は直ちに本市に報告するととも

に，受託事業者の責任及び費用負担において速やかに修復することとします。 

⑾ 業務遂行に当たっては，本市と綿密な情報交換を行うとともに，本市の指示に従ってください。 

⑿ 本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に関して疑義が生じた場合は，本市と受託事業者が協議

の上，業務の円滑な遂行に努めることとします。 

⒀ 本業務は，本仕様書によるほか，関係法令等に準拠して実施するものとします。 


